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議案第39号 説明資料 

幕別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要 

「法」………………… 地方税法（昭和25年法律第226号） 

「法施行令」………… 地方税法施行令（昭和25年政令第245号） 

「条例」……………… 幕別町国民健康保険税条例（昭和28年条例第19号） 
 

改正項目 関係条項 改 正 内 容 摘要 

１ 国民健康保

険税後期高齢

者支援金等課

税額の課税限

度額 

 

２ 国民健康保

険税の軽減判

定所得基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第703条の４第11項 

法施行令第56条の88

の２第２項 

条例第２条第３項 

 

 

法第703条の５ 

法施行令第56条の89 

第１項及び第２項 

条例第26条第１項第

２号及び第３号 

 

 

 

 

 

 

 

                      （現行）    （改正案） 

⑴ 基礎課税額の課税限度額        65万円  →  65万円（変更なし） 

⑵ 後期高齢者支援金等課税額の課税限度額 20万円  →  22万円 

⑶ 介護納付金課税額の課税限度額     17万円  →  17万円（変更なし） 

                  合計 102万円  →  104万円 

 

              （現 行）                 （改正案） 

⑴ ７割軽減 

 

  

 

 

⑵ ５割軽減 

 

 

 

 

 

 

⑶ ２割軽減         

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

※特定同一世帯所属者 

 

国民健康保険から後
期高齢者医療へ移行し
たことにより、国民健
康保険の被保険者の資
格を喪失した者で、当
該資格を喪失した日の
前日以後継続して同一
の世帯に属するものを
いう。 

 

 

 

 

世帯の合計所得 

43 万円＋10 万円×（給与所得者

等の数－１） 

43 万円＋（28.5 万円×（被保険

者数＋特定同一世帯所属者数

※））＋10 万円×（給与所得者等

の数－１） 

世帯の合計所得 

43 万円＋（52 万円×（被保険者

数＋特定同一世帯所属者数※））

＋10 万円×（給与所得者等の数－

１） 

世帯の合計所得 

変更なし 

43 万円＋（29 万円×（被保険者

数＋特定同一世帯所属者数※））

＋10 万円×（給与所得者等の数－

１） 

世帯の合計所得 

43 万円＋（53.5 万円×（被保険

者数＋特定同一世帯所属者数

※））＋10 万円×（給与所得者等

の数－１） 

世帯の合計所得 
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改正項目 関係条項 改 正 内 容 摘要 

３ 新型コロナ

ウイルス感染

症の影響によ

り収入が減少

した世帯に対

する国民健康

保険税の減免

の特例 

条例第29条 

条例附則第25項 

 国の財政支援措置の適用期間に合わせて、減免の対象とする国民健康保険税を令和４年度分の国民健康

保険税であって、令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するもの、

特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金の支払日が到来するものとし、その申請期限を令和６年３月

31日に改める。 
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幕別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町国民健康保険税条例 
（昭和28年４月18日 条例第19号） 

 

第１条   略 

 

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 

 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和33年法律第

192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民

健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、道の国民健康

保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において

「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）

の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に

要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。） 

 ⑵ 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（道の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 ⑶ 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９

条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算

定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介

護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康

保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

２   略 

○幕別町国民健康保険税条例 
（昭和28年４月18日 条例第19号） 

 

第１条   略 

 

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 

 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和33年法律第

192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民

健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、道の国民健康

保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において

「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）

の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に

要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。） 

 ⑵ 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（道の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 ⑶ 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９

条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算

定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介

護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康

保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

２   略 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が20万円を超

える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、20万円とする。 

４   略 

 

第３条～第25条   略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が20万円を超える場合には、20万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規

定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた

者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）を

いう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税

義務者 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超

える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。 

４   略 

 

第３条～第25条   略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規

定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた

者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）を

いう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税

義務者 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

  ア～カ   略 

 ⑵ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき28万５千円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

  ア～カ   略 

⑶ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき52万円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

  ア～カ   略 

２   略 

 

第26条の２～第28条   略 

 

（国民健康保険税の減免） 

第29条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２

年を経過する月までの間に限る。）の属する世帯の納税義務者に対し、国民健康

保険税を減免する。 

 ⑴ 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者 

 ⑵ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者

（当該資格を所得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に

よる被保険者となった者に限る。）の被扶養者であった者 

  ア～オ   略 

２ 前項の規定に定めるもののほか、災害等により生活が著しく困難となった者若

しくはこれに準ずると認められる者又は特別の事情がある者に対し、国民健康保

険税を減免することができる。 

３ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、普通徴収の

  ア～カ   略 

 ⑵ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき29万円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

  ア～カ   略 

⑶ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき53万５千円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

  ア～カ   略 

２   略 

 

第26条の２～第28条   略 

 

（国民健康保険税の減免） 

第29条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２

年を経過する月までの間に限る。）の属する世帯の納税義務者に対し、国民健康

保険税を減免する。 

 ⑴ 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者 

 ⑵ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者

（当該資格を所得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に

よる被保険者となった者に限る。）の被扶養者であった者 

  ア～オ   略 

２ 前項の規定に定めるもののほか、災害等により生活が著しく困難となった者若

しくはこれに準ずると認められる者又は特別の事情がある者に対し、国民健康保

険税を減免することができる。 

３ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、普通徴収の
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現  行  条  例 改  正  条  例 

方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限前７日までに、

特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対

象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 氏名及び住所 

⑵ 納期限及び税額 

⑶ 減免を受けようとする理由 

４   略 

 

第30条   略 

 

附 則 

１～８   略 

 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第７条、第

11条及び第26条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26

号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34

条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条

の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

 

方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限前７日までに、

特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対

象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 氏名及び住所 

⑵ 納期限及び税額 

⑶ 減免を受けようとする理由 

４   略 

 

第30条   略 

 

附 則 

１～８   略 

 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第７条、第

11条及び第26条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の

合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33

条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第

１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後

の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の

長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 
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10   略 

 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第７条、第11条及び第26条第１項の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第３条、第７条、第11条及び第26条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を

有する場合における第３条、第７条、第11条及び第26条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

10   略 

 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第７条、第11条及び第26条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第３条、第７条、第11条及び第26条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を

有する場合における第３条、第７条、第11条及び第26条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、
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と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第７条、第11条及び第26条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第35条の４第４項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」とする。 

 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第３

条、第７条、第11条及び第26条第１項の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第

５項に規定する土地に係る事業所得金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と

する。 

 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第７条、第11条及び第26条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の４第４項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」とする。 

 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第３

条、第７条、第11条及び第26条の規定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に

規定する土地に係る事業所得金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条

の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第26条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とす

る。 

 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所
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属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第７条、第11条及び第26条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第

２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この

条及び第26条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法

第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第26条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」

とする。 

 

 （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条第６項に規定する特例

適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配

当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第11条及び第26条第１

項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16

条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下

この条及び第26条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額か

ら法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第26条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額」とする。 

属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第７条、第11条及び第26条の規定の適用については、第３条第

１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び

第26条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第314

条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第26条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とす

る。 

 

 （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条第６項に規定する特例

適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配

当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第11条及び第26条の規

定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条

及び第26条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第

314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第26条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とす

る。 
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 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第11条及び第26

条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約

適用利子等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の

合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法

第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第26条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等に

係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第11

条及び第26条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法

律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規

定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林

所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等

実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第26条第

 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第11条及び第26

条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３

条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第26条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等に

係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第11

条及び第26条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３

条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第26条第１項中
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１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

 

20～24   略 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康

保険税の減免の特例） 

25 第29条第３項の規定にかかわらず、病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝

染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症の影響

により第29条第２項に該当となる者に対して課する国民健康保険税（令和３年度

分及び令和４年度分の国民健康保険税であって令和４年４月１日から令和５年３

月31日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年

金給付の支払日）が到来するものに限る。）について、同条第３項に規定する期

限までに同項の申請書の提出をすることができなかったやむを得ない事情がある

と町長が認める場合は、同項の規定は適用しない。この場合において、同条第２

項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、令和５年３月31

日までに同条第３項の申請書を提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

 

20～24   略 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康

保険税の減免の特例） 

25 第29条第３項の規定にかかわらず、病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝

染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症の影響

により第29条第２項に該当となる者に対して課する国民健康保険税（令和４年度

分の国民健康保険税であって令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間に

普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）

が到来するものに限る。）について、同条第３項に規定する期限までに同項の申

請書の提出をすることができなかったやむを得ない事情があると町長が認める場

合は、同項の規定は適用しない。この場合において、同条第２項の規定によって

国民健康保険税の減免を受けようとする者は、令和６年３月31日までに同条第３

項の申請書を提出しなければならない。 

 


